○国立大学法人千葉大学の組織に関する規則
平成16年4月1日
制定
[bookmark: main][bookmark: c0_1]第1章　総則
[bookmark: j1][bookmark: j1_k1](趣旨)
第1条　この規則は，国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)の定めるところにより設立される国立大学法人千葉大学(以下「法人」という。)の組織に関し必要な事項を定める。
[bookmark: j2][bookmark: j2_k1](主たる事務所)
第2条　法人の主たる事務所は，千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号に置く。
[bookmark: j3][bookmark: j3_k1](大学の設置)
第3条　法人は，法人法の定めるところにより，千葉大学(以下「大学」という。)を設置する。
[bookmark: c0_2]第2章　役員
[bookmark: j4][bookmark: j4_k1](役員)
第4条　法人に，役員として，その長である学長，理事6人及び監事2人を置く。
[bookmark: j4_k2]2　学長は，学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに，法人を代表し，法人の業務を総理する。
[bookmark: j4_k3]3　理事は，学長の定めるところにより，学長を補佐して法人の業務を掌理し，学長に事故があるときはその職務を代理し，学長が欠員のときはその職務を行う。
[bookmark: j4_k4]4　理事の任期は2年とし，再任することができる。ただし，理事の任期は，当該理事を任命する学長の任期の終期を超えることができない。
[bookmark: j4_k5]5　理事は，副学長と称することができる。
[bookmark: j4_k6]6　監事は，法人の業務を監査する。
[bookmark: j4_k7]7　監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
[bookmark: c0_3]第3章　学長特別補佐及び副理事
[bookmark: j5][bookmark: j5_k1](学長特別補佐)
第5条　法人に，学長特別補佐を置くことができる。
[bookmark: j5_k2]2　学長特別補佐は，学術の総合的推進に関する調査分析を行い，具体的な方策について学長に提案する。
[bookmark: j5_k3]3　学長特別補佐は，学長が任命する。
[bookmark: j5_k4]4　学長特別補佐の任期は1年とし，再任することができる。ただし，学長特別補佐の任期は，当該学長特別補佐を任命する学長の任期の終期を超えることができない。
[bookmark: j5-2][bookmark: j5-2_k1](副理事)
第5条の2　法人に，副理事を置くことができる。
[bookmark: j5-2_k2]2　副理事は，主として教育研究に関して，理事と連携しながら，特定の業務を処理する。
[bookmark: j5-2_k3]3　副理事は，学長が任命する。
[bookmark: j5-2_k4]4　副理事の任期は2年とし，再任することができる。ただし，副理事の任期は，当該副理事を任命する学長の任期の終期を超えることができない。
[bookmark: c0_4]第4章　役員会等
[bookmark: j6][bookmark: j6_k1](役員会)
第6条　法人に，学長が法人法第11条第2項に規定する議を経るため，国立大学法人千葉大学役員会(以下「役員会」という。)を置く。
[bookmark: j6_k2]2　役員会に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j7][bookmark: j7_k1](経営協議会)
第7条　法人に，法人法第20条の規定に基づき，法人の経営に関する重要事項を審議する機関として，国立大学法人千葉大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)を置く。
[bookmark: j7_k2]2　経営協議会に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j8][bookmark: j8_k1](教育研究評議会)
第8条　法人に，法人法第21条の規定に基づき，大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として，国立大学法人千葉大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)を置く。
[bookmark: j8_k2]2　教育研究評議会に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j9][bookmark: j9_k1](学長選考会議)
第9条　法人に，法人法第12条第2項，第15条第1項及び第17条第4項に規定する学長の選考等を行うため，国立大学法人千葉大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)を置く。
[bookmark: j9_k2]2　学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は，議長が学長選考会議に諮って定める。
[bookmark: j10][bookmark: j10_k1](部局長連絡会)
第10条　法人に，役員会と部局長との連絡を密にし，法人の運営を円滑に進めるため，国立大学法人千葉大学部局長連絡会(以下「部局長連絡会」という。)を置く。
[bookmark: j10_k2]2　部局長連絡会に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: c0_5]第5章　大学の組織
[bookmark: c0_5_1]第1節　組織
[bookmark: j11][bookmark: j11_k1](学部)
第11条　大学に，次の学部を置く。
文学部
教育学部
法経学部
理学部
医学部
薬学部
看護学部
工学部
園芸学部
[bookmark: j12][bookmark: j12_k1](大学院)
第12条　大学に，大学院を置く。
[bookmark: j12_k2]2　大学院に，次の研究科，研究院及び学府を置く。
教育学研究科
理学研究科
看護学研究科
工学研究科
園芸学研究科
人文社会科学研究科
融合科学研究科
医学研究院
薬学研究院
医学薬学府
専門法務研究科
[bookmark: j13][bookmark: j13_k1](図書館)
第13条　大学に，附属図書館を置く。
[bookmark: j13_k2]2　附属図書館に，本館のほか次の分館を置く。
附属図書館亥鼻分館
附属図書館松戸分館
[bookmark: j14][bookmark: j14_k1](病院)
第14条　医学部に，附属の教育研究施設として，医学部附属病院を置く。
[bookmark: j15][bookmark: j15_k1](全国共同利用施設)
第15条　大学に，学術研究の発展に資するための施設として，次の全国共同利用施設を置く。
環境リモートセンシング研究センター
真菌医学研究センター
[bookmark: j16][bookmark: j16_k1](学内共同教育研究施設)
第16条　大学に，大学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として，次の学内共同教育研究施設を置く。
分析センター
総合メディア基盤センター
先進科学センター
普遍教育センター
国際教育センター
言語教育センター
海洋バイオシステム研究センター
フロンティアメディカル工学研究開発センター
環境健康フィールド科学センター
バイオメディカル研究センター
社会精神保健教育研究センター
地域観光創造センター
予防医学センター
ベンチャービジネスラボラトリー
アイソトープ実験施設
[bookmark: j17][bookmark: j17_k1](看護実践研究指導センター)
第17条　看護学研究科に，看護学の実践的分野に関する調査研究，専門的研修その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として，看護学研究科附属看護実践研究指導センターを置く。
[bookmark: j18][bookmark: j18_k1](学部等附属の教育研究施設)
第18条　学部及び研究科(研究院及び学府を含む。)に，次の教育研究施設を置く。
教育学部附属教育実践総合センター
工学部附属創造工学センター
融合科学研究科附属分子エレクトロニクス高等研究センター
医学研究院附属動物実験施設
医学薬学府附属薬用資源教育研究センター
[bookmark: j19][bookmark: j19_k1](附属学校)
第19条　教育学部に，次の附属学校を置く。
教育学部附属幼稚園
教育学部附属小学校
教育学部附属中学校
教育学部附属特別支援学校
[bookmark: c0_5_2]第2節　組織の長
[bookmark: j20][bookmark: j20_k1](学部長)
第20条　学部に，学部長を置く。
[bookmark: j20_k2]2　学部長の選考及び任期については，別に定める。
[bookmark: j21][bookmark: j21_k1](学科長等)
第21条　文学部，法経学部，理学部，薬学部，工学部及び園芸学部に置かれる学科に学科長を，教育学部に置かれる課程に課程長を置くことができる。
[bookmark: j21_k2]2　学科長及び課程長の選考及び任期については，当該学部が定める。
[bookmark: j22][bookmark: j22_k1](研究科長等)
第22条　研究科に，研究科長を置く。
[bookmark: j22_k2]2　研究院に研究院長を置く。
[bookmark: j22_k3]3　学府に学府長を置く。
[bookmark: j22_k4]4　研究科長，研究院長及び学府長の選考及び任期については，別に定める。
[bookmark: j23][bookmark: j23_k1](図書館長)
第23条　附属図書館に，館長を置く。
[bookmark: j23_k2]2　館長の選考及び任期については，別に定める。
[bookmark: j23_k3]3　附属図書館分館に分館長を置く。
[bookmark: j23_k4]4　分館長の選考及び任期については，附属図書館が定める。
[bookmark: j24][bookmark: j24_k1](病院長)
第24条　医学部附属病院に，病院長を置く。
[bookmark: j24_k2]2　病院長の選考及び任期については，別に定める。
[bookmark: j25][bookmark: j25_k1](全国共同利用施設の長)
第25条　第15条に規定する全国共同利用施設に，長を置く。
[bookmark: j25_k2]2　前項に規定する施設長の選考及び任期については，別に定める。
[bookmark: j26][bookmark: j26_k1](学内共同教育研究施設の長)
第26条　第16条に規定する学内共同教育研究施設に，長を置く。
[bookmark: j26_k2]2　前項に規定する施設長の選考及び任期については，別に定める。
[bookmark: j27][bookmark: j27_k1](看護実践研究指導センター長)
第27条　看護学研究科附属看護実践研究指導センターに，長を置く。
[bookmark: j27_k2]2　前項に規定する施設長の選考及び任期については，看護学研究科が定める。
[bookmark: j28][bookmark: j28_k1](学部等附属の教育研究施設の長)
第28条　第18条に規定する学部等附属の教育研究施設に，長を置く。
[bookmark: j28_k2]2　前項に規定する施設長の選考及び任期については，当該学部等が定める。
[bookmark: j29][bookmark: j29_k1](附属学校長)
第29条　各附属学校に，校長(附属幼稚園にあっては園長)を置く。
[bookmark: j29_k2]2　校長の選考及び任期については，教育学部が定める。
[bookmark: j30][bookmark: j30_k1](副学部長等)
第30条　第20条，第22条，第24条，第25条及び第26条に定める学部長等は，その職務を補佐するため，副学部長等を置くことができる。
[bookmark: c0_5_3]第3節　教授会等
[bookmark: j31][bookmark: j31_k1](教授会)
第31条　各学部，各研究科(教育学研究科を除く。)，各研究院及び医学薬学府に，当該学部等の教育研究に係る重要な事項を審議するため，教授会を置く。
[bookmark: j31_k2]2　教授会に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j32][bookmark: j32_k1](学部等運営会議)
第32条　前条第1項に規定する学部等に，当該学部等の管理運営に係る重要事項を審議するため，学部等運営会議等を置くことができる。
[bookmark: c0_6]第6章　事務組織
[bookmark: j33][bookmark: j33_k1](事務組織)
第33条　法人に，その事務を処理させるため，事務局を置く。
[bookmark: j33_k2]2　事務局に事務局長を置く。
[bookmark: j33_k3]3　事務局長は，学長の監督の下に事務局の事務を掌理し，第5項に規定する事務部の事務について総括し，及び調整する。
[bookmark: j33_k4]4　事務局に次の部を置く。
企画総務部
財務部
学術国際部
学生部
施設環境部
情報部
[bookmark: j33_k5]5　学部等に，その事務を処理させるため，次の事務部を置く。
文学部・法経学部事務部
教育学部事務部
理学部事務部
亥鼻地区事務部
薬学部事務部
工学部事務部
園芸学部事務部
医学部附属病院事務部
フィールドセンター事務部
[bookmark: j33_k6]6　事務局の部及び事務部に置く課等の組織，職制及び事務の分掌に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: c0_7]第7章　法人の組織
[bookmark: j34][bookmark: j34_k1](学術総合推推室)
第34条　法人に，学術総合推進室を置く。
[bookmark: j34_k2]2　学術総合推進室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j35][bookmark: j35_k1](国際戦略本部)
第35条　法人に，国際戦略本部を置く。
[bookmark: j35_k2]2　国際戦略本部に，本部長を置く。
[bookmark: j35_k3]3　国際戦略本部に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j36][bookmark: j36_k1](学術推進機構)
第36条　法人に，学術推進機構を置く。
[bookmark: j36_k2]2　学術推進機構に，機構長を置く。
[bookmark: j36_k3]3　学術推進機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j37][bookmark: j37_k1](教育総合機構)
第37条　法人に，教育総合機構を置く。
[bookmark: j37_k2]2　教育総合機構に，機構長を置く。
[bookmark: j37_k3]3　教育総合機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j38][bookmark: j38_k1](学生支援機構)
第38条　法人に，学生支援機構を置く。
[bookmark: j38_k2]2　学生支援機構に，機構長を置く。
[bookmark: j38_k3]3　学生支援機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j39][bookmark: j39_k1](アドミッション機構)
第39条　法人に，アドミッション機構を置く。
[bookmark: j39_k2]2　アドミッション機構に，機構長を置く。
[bookmark: j39_k3]3　アドミッション機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j40][bookmark: j40_k1](産学連携・知的財産機構)
第40条　法人に，産学連携・知的財産機構を置く。
[bookmark: j40_k2]2　産学連携・知的財産機構に，機構長を置く。
[bookmark: j40_k3]3　産学連携・知的財産機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j41][bookmark: j41_k1](生命系科学研究推進機構)
第41条　法人に，生命系科学研究推進機構を置く。
[bookmark: j41_k2]2　生命系科学研究推進機構に，機構長を置く。
[bookmark: j41_k3]3　生命系科学研究推進機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j42][bookmark: j42_k1](総合安全衛生管理機構)
第42条　法人に，総合安全衛生管理機構を置く。
[bookmark: j42_k2]2　総合安全衛生管理機構に，機構長を置く。
[bookmark: j42_k3]3　総合安全衛生管理機構に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j43][bookmark: j43_k1](大学評価対応室)
第43条　法人に，大学評価対応室を置く。
[bookmark: j43_k2]2　大学評価対応室に，室長を置く。
[bookmark: j43_k3]3　大学評価対応室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j44][bookmark: j44_k1](両立支援企画室)
第44条　法人に，両立支援企画室を置く。
[bookmark: j44_k2]2　両立支援企画室に，室長を置く。
[bookmark: j44_k3]3　両立支援企画室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j44-2][bookmark: j44-2_k1](理系女性教員キャリア支援室)
第44条の2　法人に，理系女性教員キャリア支援室を置く。
[bookmark: j44-2_k2]2　理系女性教員キャリア支援室に，室長を置く。
[bookmark: j44-2_k3]3　理系女性教員キャリア支援室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j45][bookmark: j45_k1](情報化推進企画室)
第45条　法人に，情報化推進企画室を置く。
[bookmark: j45_k2]2　情報化推進企画室に，室長を置く。
[bookmark: j45_k3]3　情報化推進企画室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j46][bookmark: j46_k1](キャンパス整備企画室)
第46条　法人に，キャンパス整備企画室を置く。
[bookmark: j46_k2]2　キャンパス整備企画室に，室長を置く。
[bookmark: j46_k3]3　キャンパス整備企画室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j47][bookmark: j47_k1](防災危機対策室)
第47条　法人に，防災危機対策室を置く。
[bookmark: j47_k2]2　防災危機対策室に，室長を置く。
[bookmark: j47_k3]3　防災危機対策室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: j48][bookmark: j48_k1](卒業生室)
第48条　法人に，卒業生室を置く。
[bookmark: j48_k2]2　卒業生室に，室長を置く。
[bookmark: j48_k3]3　卒業生室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: c0_8]第8章　監査室
[bookmark: j49][bookmark: j49_k1](監査室)
第49条　法人に，監査室を置く。
[bookmark: j49_k2]2　監査室に，室長を置く。
[bookmark: j49_k3]3　監査室に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: c0_9]第9章　職員
[bookmark: j50][bookmark: j50_k1](職員の種類)
第50条　法人に，次の職員を置く。
教授
准教授
講師
助教
助手
教頭
主幹教諭
教諭
養護教諭
栄養教諭
事務職員
技術職員
教務職員
技能職員
労務職員
その他の職員
[bookmark: j50_k2]2　教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の特に優れた知識，能力及び実績を有する者であって，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。
[bookmark: j50_k3]3　准教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の優れた知識，能力及び実績を有する者であって，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。
[bookmark: j50_k4]4　講師は，教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
[bookmark: j50_k5]5　助教は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の知識，能力及び実績を有する者であって，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。
[bookmark: j50_k6]6　助手は，その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
[bookmark: j50_k7]7　教頭は，校(園)長を助け，校(園)務を整理し，及び必要に応じ児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
[bookmark: j50_k8]8　主幹教諭は，校(園)長，副校(園)長及び教頭を助け，命を受けて校(園)務の一部を整理し，並びに児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
[bookmark: j50_k9]9　教諭は，児童生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
[bookmark: j50_k10]10　養護教諭は，児童生徒又は幼児の養護をつかさどる。
[bookmark: j50_k11]11　栄養教諭は，児童生徒又は幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
[bookmark: j50_k12]12　事務職員は，庶務，会計，学務等の事務に従事するとともに，法人運営等の企画・立案に参画する。
[bookmark: j50_k13]13　技術職員は，技術に関する職務に従事する。
[bookmark: j50_k14]14　教務職員は，教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。
[bookmark: j50_k15]15　技能職員は，技能に関する職務に従事する。
[bookmark: j50_k16]16　労務職員は，労務に関する職務に従事する。
[bookmark: c0_10]第10章　雑則
[bookmark: j51][bookmark: j51_k1](雑則)
第51条　この規則に定めるもののほか，法人の組織に関し必要な事項は，別に定める。
[bookmark: f1]附　則
この規則は，平成16年4月1日から施行する。
[bookmark: f2]附　則
この規則は，平成17年4月1日から施行する。
[bookmark: f3]附　則
この規則は，平成17年4月20日から施行する。
[bookmark: f4]附　則
この規則は，平成17年11月1日から施行する。
[bookmark: f5]附　則
この規則は，平成18年4月1日から施行する。
[bookmark: f6]附　則
この規則は，平成19年4月1日から施行する。ただし，第16条中「地域観光創造センター」を加える改正規定は，平成18年12月20日から適用し，同条中「予防医学センター」を加える改正規定は，平成19年6月1日から施行する。
[bookmark: f7]附　則
この規則は，平成20年4月1日から施行する。ただし，第4条第2項及び第19条の改正規定は，平成19年12月26日から適用する。
[bookmark: f8]附　則
この規則は，平成20年5月1日から施行する。ただし，改正後の第35条から第42条まで及び第44条から第51条までの規定は，平成20年4月1日から適用する。
[bookmark: f9]附　則
この規則は，平成20年6月27日から施行する。
[bookmark: f10]附　則
この規則は，平成20年11月19日から施行する。
[bookmark: f11]附　則
この規則は，平成21年4月1日から施行する。
[bookmark: f12]附　則
この規則は，平成21年10月1日から施行する。
[bookmark: f13]附　則
この規則は，平成22年4月1日から施行する。
[bookmark: f14]附　則
この規則は，平成22年10月1日から施行する。
[bookmark: _GoBack]
